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2020年８月 31日 

各  位 

会 社 名 ハイアス・アンド・カンパニー株式会社

代表者名 代 表 取 締 役 社 長 濵村 聖一 

(コード番号：6192 東証第一部)

問 合 せ 

責 任 者 

取 締 役 執 行 役 員 

経営支援本部副本部長 
中山 史章 

(TEL.03-5747-9800) 

第16期有価証券報告書及び第17期第１四半期報告書の提出期限延長に係る 

承認に関するお知らせ 

当社は、2020年８月31日付「第16期有価証券報告書及び第17期第１四半期報告書の提出期限

延長に係る承認申請書提出に関するお知らせ」にてお知らせしましたとおり、企業内容等の開

示に関する内閣府令第15条の２第１項の規定する有価証券報告書の提出期限延長（再延長）に

係る承認申請及び第17条の15の２第１項の規定する四半期報告書の提出期限延長に係る承認申

請を行っておりましたが、2020年８月31日付で、同内閣府令第15条の２第３項及び第17条の15

の２第４項の規定する有価証券報告書及び四半期報告書の提出期限延長申請に係る承認を受け

ましたので、下記のとおりお知らせいたします。 

記 

１．対象となる有価証券報告書及び四半期報告書 

  ①第16期有価証券報告書 （自 2019年５月１日 至 2020年４月30日） 

②第17期第１四半期報告書（自 2020年５月１日 至 2020年７月31日）

２．延長前の提出期限 

  ①第16期有価証券報告書 2020年８月31日（月曜日）（延長後の提出期限） 

  ②第17期第１四半期報告書 2020年９月14日（月曜日）（法定提出期限） 

３．延長後の提出期限 

  ①2020年９月30日（水曜日） 

②2020年10月14日（水曜日）

４．今後の見通し 

 当社は、2020年８月31日付「第16期有価証券報告書の提出期限延長に係る承認申請書提出

に関するお知らせ」にてお知らせしましたとおり、より透明性の高い枠組みで深度ある調査

を行うために、本日付で、当社独立役員も委員となっている現在の特別調査委員会から、当

社から独立した中立・公正な社外委員のみで構成される第三者委員会へ移行いたしました。

第三者調査委員会の調査報告書を受領後、必要となる過年度の開示書類の訂正報告書及び第
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16期有価証券報告書（自 2019年５月１日 至 2020年４月30日）を速やかに作成し、監査

法人による監査手続きを経て、この度承認された延長後の期限である2020年９月30日までに

同有価証券報告書を提出し、また、2020年10月14日までに第１四半期報告書を提出する見込

みです。 

 

以上 


